
 

募集期間再延長 
 

令和７年度 神奈川県相談支援従事者専門コース別研修 
「スーパービジョン・管理・面接技術」  
〜ともに学び、支え合うために〜 募集案内 

 
「地域で支えあえる関係づくり」をテーマに、安心して話せる環境設定のなかで、   

日ごろの業務や悩みを共有し、相談支援従事者としての自身の経験を振り返りながら、  

お互いに支え、支えられる体験を通じて、「支える側として携わる力」を育みます。 

 

 

令和７年度の相談支援従事者専門コース別研修「スーパービジョン・管理・面接技術」は、    

次により実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 神奈川県相談支援従事者専門コース別研修 実施要領 

 

１ 研修目的 

  障がい者等の意向に基づく地域生活を実現するため、必要となる保健、医療、福祉、就労、   

教育などの様々なサービスを総合的かつ適切に利用するための援助技術を習得するとともに、 

困難事例等に対する支援方法について助言を受けながら、日々の相談支援業務について検証を 

行うことにより、相談支援に従事する者の資質の向上を図ることを目的とする。 

 

２ 実施主体 

神奈川県 ※「特定非営利活動法人 かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワーク」 

を研修事務局として実施します。 

 

 

 

  

【1 コース】日時：令和８年２月 20 日（金） ９：30～17：30 

       会場：中小企業共済会館 （住所：横浜市中区北仲通 3-33） 

 

 【２コース】日時：令和８年２月 26 日（木） ９：30～17：30 

会場：カルッツかわさき （住所：川崎市川崎区富士見 1-1-4） 

 

※ この「相談支援従事者専門コース別研修」は、主に相談支援従事者現任研修の受講資格を 

有している方の支援技術の向上などを目指した、より実践的な内容の研修となります。 



 
３ 日程・会場  

【１コース】日時：令和８年２月20日(金）９：30～17：30 

会場：中小企業共済会館（住所：横浜市中区北仲通３－33） 

 

 【２コース】日時：令和８年２月26日(木) ９：30～17：30 

会場：カルッツかわさき（住所：川崎市川崎区富士見１－１－４） 

 

４ カリキュラム （別紙参照） 

 

５ 定員  

各コース 50名ずつ計 100名 

 

６ 受講対象者（受講資格） 

① 神奈川県内（横浜市、川崎市の所管域に所在する事業者・社会福祉法人等に所属する者を  

含む。）の指定相談支援事業所等において、相談支援業務に従事（地域生活支援事業実施要綱に   

規定する障害者相談支援事業又は基幹相談支援センターにおいて従事した期間を含む）して   

おり、一定の経験を有する者＊。 

＊初任者研修の修了者のうち、現任研修の受講要件を満たす者。 

・初回の現任研修では、過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験があること 

・２回目以降の現任研修では過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験があること、 

 又は現に相談支援業務に従事していること 

② 上記①の要件に当てはまらないが、初任者研修を修了し、現在まで資格が継続されており、 

神奈川県内（横浜市、川崎市の所管域に所在する事業者・社会福祉法人等に所属する者を含む。） 

の指定相談支援事業所等で、現在、相談支援業務に従事している者。 

 

＜留意事項＞ 

ア 全１日間（８時間）の研修日程全てを受講可能な者を受講対象とします。 

イ 横浜市・川崎市が所管する区域に所在する事業所等についても、本研修の対象とします。 

 

７ 受講申込み 

下記URL（特定非営利活動法人かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワークの  

ホームページ）から「受講申し込みフォーム」にお進みいただき、必要事項を入力のうえ、   

令和８年２月10日（火)までにお申し込みください。 

なお、ウェブでの申し込みが困難な方につきましては、研修事務局に御相談ください。 

  ※ 締切期限厳守。締切を過ぎてからのお申込みは、いかなる理由があっても受付できません

のでご注意ください。 

   

 

 

 

 

８ 受講者の決定 

○ 受講希望者が定員を上回った場合は、上記「６ 受講対象者（受講資格）」のうち、①に該当 

する方を優先して選考し、受講者を決定します。 

○ 受講決定については、研修事務局から、速やかに書面にて通知します。 

受講決定通知が届かない場合には、お手数ですが研修事務局まで御連絡ください。 

 

 

 

【特定非営利活動法人かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワークホームページURL】  
https://www.kcn.or.jp/ 

 

https://www.kcn.or.jp/


 
９ 修了証書、修了者名簿の管理 

〇 研修カリキュラムの全てを修了した者に修了証書を発行します。 

ただし、上記「６ 受講対象者（受講資格）」のうち、②に該当する方には発行しませんので 

御注意ください。 

〇 県は研修修了者名簿（修了証書番号、氏名、生年月日、所属等）を管理します。 

（事業所所在地の市町村に、研修修了者の情報を提供することがあります。） 

 

10 資料代 

  2,000円 

支払方法等詳細は、受講決定通知とともに御案内します。 

※ 会場までの交通費その他についても、受講者負担とします。 

※ 振り込まれた資料代は、いかなる理由があっても返金しません。 

 

11 その他 

○ 遅刻及び早退は、欠席とみなします。修了証書を交付できませんので、御注意ください。 

通勤時間帯による混雑や天候等を考慮の上、余裕を持って御来場ください。 

○ 受講態度が著しく悪く、繰り返し注意された方には修了証書を交付できない場合があります 

ので、御注意ください。 

○ 受講に当たり、障がい等を理由に合理的な配慮を必要とする方は、受講申込フォームの所定 

欄に記載してください。なお、合理的な配慮を行うに当たり、直接状況をお聞きするため、 

御連絡することがあります（その場合、研修事務局から御連絡します。）。 

○ 本研修の開講日に、自然災害（台風等）及び事故等が発生した場合は、開講しない場合が  

あります。なお、台風等により開講しない場合は、原則開講前日の17時頃、ウェブサイト「障

害福祉情報サービスかながわ」にその旨を掲載いたしますので、御確認ください。

（https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/） 

 

 
 
【問合せ先】 
（本研修の申込み等に関する問合せ先、研修当日の緊急連絡先） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 
（その他資格要件などに関する問合せ先） 
 

 

 

 

 

 

 

 

《研修事務局》 

〒２４３－００１８ 

厚木市中町４－９－１７ 原田センタービル６階 

特定非営利活動法人 

かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワーク事務局 
 
電話 （０４６）２０６－７２６５ 

 

〒２３１－８５８８    

横浜市中区日本大通１ 

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課 

企画グループ 藤岡 
 

  電話  （０４５）２８５－０５２８ 

  ﾌｧｸｼﾐﾘ （０４５）２０１－２０５１ 

 

https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/


 

《参考》会場 

 

【１コース】令和８年２月２０日（金） 

中小企業共済会館（住所：横浜市中区北仲通３丁目３３） 

 

 
 

 

【２コース】令和８年２月２６日(木） 

カルッツかわさき（住所：川崎市川崎区富士見１－１－４） 

 

 



令和7年度 専門コース別研修（スーパービジョン）カリキュラム

日時・場所・会場 時間 科目 時間

9：30〜 オリエンテーション 15分

9：45〜
（講義１）

スーパービジョンの概要 60分

10：55〜 休 憩 10分

10：55〜
（講義２）

スーパービジョンの活用
65分

12：00〜 昼 休 憩 60分

13：00〜
（演習１）

支えあい学びに繋げる支援
30分

13：30〜
（演習２）

支えあい学びに繋げる支援の展開（体験）
180分 +
（休憩10分）

16：40〜 休 憩 10分

16：50〜 まとめ+修了式 30分

17:20 終了

1コース
令和7年2月20日（金）
中小企業共済会館

2コース
令和7年2月26日（木）

カルッツ川崎


